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まとめ資料比較表 〔第３１条 監視設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉のモニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続

② 島根２号炉は，モニタリング・ポスト専用の無停電原電装置及び非常用発電機を設置

③ 島根２号炉のモニタリング・ポストは，中央制御室に指示値及び警報を発信し，緊急時対策所では指示値及びデータ状態を監視

④ 島根２号炉のモニタリング・ポストは，全交流動力電源喪失時は常設代替交流電源設備から給電

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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第 31条：監視設備 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1. 基本方針 

 1.1 要求事項の整理 

 1.2 適合のための基本方針 

   1.2.1 設置許可基準規則第 31 条第 1 項に対する基本方針 

 

 

2. 追加要求事項に対する適合方針 

 2.1 モニタリング・ポスト 

   2.1.1 モニタリング・ポストの配置及び計測範囲 

   2.1.2 モニタリング・ポストの電源 

   2.1.3 モニタリング・ポストの伝送 

 2.2 放射能観測車 

 2.3 気象観測設備 

3. 別添 

 

 

 別添 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 

    運用，手順説明資料 

    監視設備 

4. 参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第31条：監視設備 

 

＜ 目  次 ＞ 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

1.2  適合のための基本方針 

 

1.3  気象等 

1.4  設備等（手順等含む） 

2. 追加要求事項に対する適合方針 

2.1 モニタリング・ポスト 

2.1.1 モニタリング・ポストの配置及び計測範囲 

2.1.2 モニタリング・ポストの電源 

2.1.3 モニタリング・ポストの伝送 

2.2 放射能観測車 

2.3 気象観測設備 

 

 

 

別添１ 東海第二発電所 

    運用，手順説明資料 

    監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31条：監視設備 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1. 基本方針 

 1.1 要求事項の整理 

 1.2 適合のための基本方針 

   1.2.1 設置許可基準規則第 31条第１項に対する基本方針 

 

 

2. 追加要求事項に対する適合方針 

 2.1 モニタリング・ポスト 

   2.1.1 モニタリング・ポストの配置及び計測範囲 

   2.1.2 モニタリング・ポストの電源 

   2.1.3 モニタリング・ポストの伝送 

 2.2 放射能観測車 

 2.3 気象観測設備 

3. 別添 

別添１ モニタリング・ポスト用非常用発電機及びモニタリン

グ・ポスト用無停電電源装置の位置付けについて 

別添２ 島根原子力発電所２号炉 

    運用，手順説明資料 

    監視設備 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

1． 基本方針 

 1.1 要求事項の整理 

  監視設備について，設置許可基準規則第 31 条及び技術基準

規則第 34 条において，追加要求事項を明確化する。（第 1.1-1

表） 

 

第 1.1-1表 設置許可基準規則第 31条， 

技術基準規則第 34条 要求事項 

 

 

 

1.  基本方針 

1.1 要求事項の整理 

監視設備について，設置許可基準規則第31条及び技術基準

規則第34条において，追加要求事項を明確化する。(第1.1-1

表) 

 

第1.1-1表 設置許可基準規則三十一条及び 

技術基準規則三十四条 

 

 

1． 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

   監視設備について，設置許可基準規則第 31条及び技術基準

規則第 34 条において，追加要求事項を明確化する。（第 1.1

－1表） 

 

第 1.1－1表 設置許可基準規則第 31条， 

技術基準規則第 34条 要求事項 
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1.2 適合のための基本方針 

 1.2.1 設置許可基準規則第 31条第 1項に対する基本方針 

  周辺監視区域境界付近には，モニタリング・ポスト及びモニ

タリング・ポイントを設置し，さらに放射能観測車により放射

線測定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 適合のための基本方針 

 

 

 

 

（１）位置，構造，及び設備 

 ロ.発電用原子炉施設の一般構造 

（3） その他の主要な構造 

（ⅰ）本発電用原子炉施設は(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，

以下の基本方針のもとに安全設計を行う。 

（ｚ）監視設備 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時において，当該発電用原子炉施設及び

その境界付近における放射性物質の濃度及び放射線量を監視

し，及び測定し，並びに設計基準事故時における迅速な対応の

ために必要な情報を中央制御室及び緊急時対策所に表示でき

る設備（安全施設に係るものに限る。）を設ける。 

【説明資料(2.1.1：p31条－14)】 

モニタリング・ポストは，非常用交流電源設備に接続する設

計とする。また，モニタリング・ポストは，専用の無停電電源

装置を有し，停電時に電源を供給できる設計とする。 

モニタリング・ポストで測定したデータの伝送系は，モニタ

リング・ポスト設置場所から中央制御室及び中央制御室から緊

急時対策所建屋間において有線系回線と衛星系回線又は無線

系回線により多様性を有しており，指示値は中央制御室で監

視，記録を行うことができる設計とする。また，緊急時対策所

でも監視することができる設計とする。モニタリング・ポスト

は，その測定値が設定値以上に上昇した場合，直ちに中央制御

室に警報を発信する設計とする。 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される

放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びに

その結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を保管

する。 

【説明資料(2.1.1：p31条－14) (2.1.2：p31条－16) (2.1.3：

p31条－19)】 

1.2 適合のための基本方針 

1.2.1 設置許可基準規則第 31条第１項に対する基本方針 

  周辺監視区域境界付近には，モニタリング・ポスト及びモニ

タリング・ポイントを設置し，さらに放射能観測車により放射

線測定を行う。 
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重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速その

他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要な

重大事故等対処設備を保管する。 

 

チ.放射線管理施設の構造及び設備 

(2) 屋外管理用の主要な設備の種類 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において，発電所外へ放出す

る放射性物質の濃度，周辺監視区域境界付近の放射線等を

監視するために排気筒モニタ，排水モニタ，気象観測設備

（東海発電所と共用），周辺監視区域境界付近の固定モニ

タ（モニタリング・ポスト）（東海発電所と共用），環境

試料の分析装置及び放射能測定装置（東海発電所と共用）

及び放射能観測車（東海発電所と共用）を設ける。 

排気筒モニタ，排水モニタ及び周辺監視区域境界付近の

固定モニタ（モニタリング・ポスト）（東海発電所と共用）

については，設計基準事故時における迅速な対応のために

必要な情報を中央制御室及び緊急時対策所に表示できる

設計とする。 

モニタリング・ポストは，非常用交流電源設備に接続す

る設計とする。また，モニタリング・ポストは，専用の無

停電電源装置を有し，停電時に電源を供給できる設計とす

る。 

また，モニタリング・ポストで測定したデータの伝送系

は，モニタリング・ポスト設置場所から中央制御室及び中

央制御室から緊急時対策所建屋間において有線と衛星系

回線又は無線系回線により多様性を有しており，指示値

は，中央制御室で監視，記録を行うことができる設計とす

る。また，緊急時対策所でも監視することができる設計と

する。モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上

に上昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計

とする。 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測

定し，並びにその結果を記録するために必要な重大事故等
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対処設備を保管する。 

重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速

その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するため

に必要な重大事故等対処設備を保管する。 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録するための設備として，可搬型モニ

タリング設備（可搬型モニタリング・ポストによる放射線

量の測定及び代替測定，可搬型放射能測定装置による空気

中の放射性物質の濃度の測定及び代替測定，可搬型放射能

測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定，可搬型放

射能測定装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定及

び海上モニタリング）を設ける。 

可搬型モニタリング設備（可搬型モニタリング・ポスト

による放射線量の測定及び代替測定）として，可搬型モニ

タリング・ポストは，モニタリング・ポストが機能喪失し

た場合にその機能を代替するとともに，重大事故等が発生

した場合に，原子炉施設から放出される放射線量を，原子

炉施設周囲において，監視し，及び測定し，並びにその結

果を記録できる設計とし，測定が可能な十分な台数を保管

する。 

可搬型モニタリング・ポストの指示値は，衛星系回線に

より伝送し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，ダストモニタ

又はよう素モニタが機能喪失した場合にその機能を代替

する可搬型モニタリング設備（可搬型放射能測定装置によ

る空気中の放射性物質の濃度の代替測定）として，可搬型

放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電所

及びその周辺において，原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度（空気中）を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録できるように測定値を表示する設計とし，放射

能観測車の測定機能を代替し得る十分な台数を保管する。 

可搬型モニタリング設備（可搬型放射能測定装置による

空気中の放射性物質の濃度の測定，可搬型放射能測定装置

による水中の放射性物質の濃度の測定，可搬型放射能測定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定及び海上モ

ニタリング測定）として，可搬型放射能測定装置は，重大

事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及び放射

線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録できる

ように測定値を表示する設計とし，発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）における放射性物質の濃度

及び放射線量の測定が可能な台数を保管する。さらに，周

辺海域においては，電離箱サーベイ・メータ及び小型船舶

を用いる設計とする。 

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損

が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の

濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速

その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するため

の設備として，重大事故等対処設備（可搬型気象観測設備

による気象観測項目の代替測定）を設ける。 

気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替す

る重大事故等対処設備（可搬型気象観測設備による気象観

測項目の代替測定）として，可搬型気象観測設備は，重大

事故等が発生した場合に，発電所において風向，風速その

他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる設計と

し，気象観測設備を代替し得る十分な台数を保管する。可

搬型気象観測設備の指示値は，衛星系回線により伝送し，

緊急時対策所で監視できる設計とする。 

全交流動力電源が喪失した場合に，モニタリング・ポス

トへ給電する代替交流電源設備として常設代替交流電源

設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電

源設備である可搬型代替低圧電源車を使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備の２Ｄ非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備

として使用する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び非

常用交流電源設備については，「ヌ.(2) (iv)代替電源設

備」にて記載する。 
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排気筒モニタ  一式 

 排水モニタ  一式 

気象観測設備（東海発電所と共用） 一式 

周辺監視区域境界付近固定モニタ（東海発電所と共

用）  一式 

 環境試料の分析装置及び放射能測定装置（東海発電所

と共用）  一式 

 放射能観測車（東海発電所と共用）  一式 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型モニタリング・ポスト 

（「緊急時対策所」と兼用） 

  台   数       10（予備 2） 

可搬型放射能測定装置 

ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ 

   台   数      2（予備 1） 

β線サーベイ・メータ 

   台   数      2（予備 1） 

ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ 

  台   数      2（予備 1） 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

   台   数      2（予備 1） 

電離箱サーベイ・メータ 

  台   数         1（予備 1） 

小型船舶 

  艇   数         1（予備 1） 

可搬型気象観測設備 

  台   数         1（予備 1） 

 

（２）安全設計の方針 

   該当なし 
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（３）適合性説明 

第三十一条 監視設備 

電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において、当該発電用原子炉施設及び

その境界付近における放射性物質の濃度及び放射線量を監視

し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応

のために必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達す

る必要がある場所に表示できる設備(安全施設に属するもの

に限る。)を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

(1) 原子炉格納容器内雰囲気のモニタリングは，通常運転時，

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時には格納容

器雰囲気放射線モニタによって連続的に測定を行い，中央制

御室で監視できる設計とする。 

(2) 原子炉施設内の放射性物質の濃度は，原子炉補機冷却水モ

ニタ，主蒸気管モニタ，主復水器空気抽出器排ガスモニタ等

のプロセスモニタリング設備にて連続的にモニタリングし，

中央制御室で監視できる設計とする。 

これらのプロセスモニタリング設備は，その測定値が設定

値以上に上昇した場合，直ちに警報を発信し，原子炉施設か

らの放射性物質の放出を制限するための適切な措置が行え

る設計とする。 

放射性物質の放出経路については，下記の場所にモニタを

設置し，中央制御室で監視できる設計とする。また，必要箇

所はサンプリングができるようにして通常運転時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時においてモニタリン

グできる設計とする。 

ａ．主排気筒，非常用ガス処理系出口配管，廃棄物処理建屋

排気筒 

ｂ．希ガスホールドアップ装置排ガスライン，主復水器真空

ポンプ排ガスモニタ 

ｃ．液体廃棄物処理設備排水ライン，原子炉補機冷却用海水

排水ライン，残留熱除去系熱交換器排水ライン 

(3) 周辺監視区域境界付近には，モニタリング・ポスト及びモ

ニタリング・ポイントを設置し，さらに放射能観測車により
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 モニタリング・ポストは，常用所内電源に接続しており，常

用所内電源喪失時においては，電源復旧までの期間，専用の無

停電電源装置により電源を供給できる設計とする。 

 

 また，モニタリング・ポストから中央制御室及び 5号炉原子

炉建屋内緊急時対策所までのデータ伝送系は，有線及び無線に

より，多様性を有し，指示値は中央制御室及び 5号炉原子炉建

屋内緊急時対策所で監視できる設計とする。 

 

 

 

 モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上昇し

た場合，直ちに中央制御室及び 5号炉原子炉建屋内緊急時対策

所に警報を発信する設計とする。 

また，放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の被ばく

線量評価並びに一般気象データ収集のため，発電所敷地内で気

象観測設備により風向，風速その他の気象条件を測定及び記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線測定を行える設計とする。 

モニタリング・ポストは，非常用交流電源設備に接続する

設計とする。さらに，モニタリング・ポストは，専用の無停

電電源装置を有し，停電時に電源を供給できる設計とする。 

 

また，モニタリング・ポストで測定したデータの伝送系は，

モニタリング・ポスト設置場所から中央制御室及び中央制御

室から緊急時対策所建屋間において有線系回線と衛星系回線

又は無線系回線により多様性を有しており，指示値は，中央

制御室で監視，記録を行うことができる。また，緊急時対策

所でも監視することができる。 

 

モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上昇

した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。 

 

また，放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の被ば

く線量評価並びに一般気象データ収集のため，発電所敷地内

で気象観測設備により風向，風速その他の気象条件を測定及

び記録できる設計とする。 

上記により，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時において，発電所及び発電所周辺における放

射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びに

設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を把

握できる設計とする。 

 

1.3 気象等 

   該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続し，電源復

旧までの期間，電源を供給できる設計とする。さらに，モニタ

リング・ポストは，専用の無停電電源装置及び非常用発電機を

有し，停電時に電源を供給できる設計とする。 

  また，モニタリング・ポストから中央制御室及び緊急時対策

所までのデータ伝送系は，有線及び無線により，多様性を有し，

指示値は中央制御室及び緊急時対策所で監視できる設計とす

る。 

 

 

 

  モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上昇し

た場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。 

 

また，放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の被ばく

線量評価並びに一般気象データ収集のため，発電所敷地内で気

象観測設備により風向，風速その他の気象条件を測定及び記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，非

常用所内電源に接続 

（以下，①の相違） 

 島根２号炉は，モニ

タリング・ポスト専用

の無停電原電装置及び

非常用発電機を設置 

（以下，②の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，中

央制御室に指示値及び

警報を発信し，緊急時

対策所では指示値及び

データ状態を監視 

（以下，③の相違） 
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1.4  設備等（手順等含む） 

8.1.1.2 設計方針 

  放射線被ばくは，合埋的に達成できる限り低くすることと

し，次の設計方針に基づき，放射線管理設備を設ける設計とす

る。 

(1) 放射線業務従事者等及び物品の搬出入に対して，出入管

理，汚染管理及び各個人の被ばく管理ができるようにする。 

(2) 発電所内外の外部放射線に係る線量当量率及び放射性物

質濃度等を測定，監視できるようにする。 

(3) 万一の事故に備えて，必要な放射線計測器を備える。 

(4) 中央制御室及び緊急時対策所に必要な情報の通報が可能

である設計とする。 

(5) 通常運転時の放射性物質放出に係る放射線監視設備は,

「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定

に関する指針」に適合する設計とする。 

(6) 設計基準事故時に必要な放射線監視設備は，「発電用軽水

型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指

針」に適合する設計とする。 

(7) モニタリング・ポストは，非常用交流電源設備に接続す

る設計とする。さらに，モニタリング・ポストは，無停電

電源装置を有し，停電時に電源を供給できる設計とする。

また，モニタリング・ポストで測定したデータの伝送系は，

モニタリング・ポスト設置場所から中央制御室及び緊急時

対策所までの建屋間において有線系回線と衛星系回線又は

無線系回線と多様性を有しており，指示値は，中央制御室

で監視することができる。また，緊急時対策所でも監視す

ることができる。 

モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上

昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とす

る。 

(8) 放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の被ばく線

量評価並びに一般気象データ収集のため，発電所敷地内で気

象観測設備により風向，風速その他の気象条件を測定及び記

録できる設計とする。 

 (2.1.1：p31条－14) (2.1.2：p31条－16) (2.1.3：p31条－19)】 
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8.1.1.3 主要設備の仕様 

  放射線管理設備の主要機器仕様を第8.1―1表に示す。 

 

8.1.1.4 主要設備 

8.1.1.4.6 発電所周辺のモニタリング設備（東海発電所と共用） 

(1) 固定モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の連続監視を行

うためのモニタリング・ポスト4台及び空間放射線量測定の

ため適切な間隔でモニタリング・ポイントを設定し，熱蛍光

線量計を配置する。 

モニタリング・ポストは，非常用交流電源設備に接続する

設計とする。また，モニタリング・ポストは，専用の無停電

電源装置からも電源を供給できる設計とする。また，モニタ

リング・ポストで測定したデータの伝送設備は，建屋間にお

いて有線と衛星系回線又は無線系回線と多様性を有し，指示

値は，中央制御室及び緊急時対策所で監視できる設計とす

る。モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上

昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とす

る。 

(2) 環境試料測定設備 

   周辺監視区域境界付近に空気中の粒子状放射性物質を捕

集・測定するダスト・サンプラを設けるとともに，発電所周

辺の水・食物・土壌などの環境試料の放射性物質の濃度を測

定するための機器を備える。 

(3) 放射能観測車 

   事故時等に発電所敷地周辺の空間放射線量率及び空気中

の放射性物質の濃度を迅速に測定するために，空間ガンマ線

測定装置，ダスト・よう素サンプラ，ダストモニタ及びよう

素測定装置等を搭載した無線通話装置付の放射能観測車を

備える。 

(4) 気象観測設備 

   放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の一般公衆

の線量評価並びに一般気象データ収集のため，発電所敷地内

で風向，風速，日射量，放射収支量等を測定及び記録する設

備を設ける。 

【説明資料(2.1.1：p31条－14) (2.1.2：p31条－16) (2.1.3：
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p31条－19)】 

 

第8.1－1表 放射線管理用設備の主要機器仕様 

(1) 出入管理室                 1 式 

(2) 試料分析関係施設             1 式 

(3) 発電所内の放射線監視設備及び測定機器    1 式 

(4) 放出放射性廃棄物及び系統内の放射線監視 

設備並びに測定機器              1 式 

(5) 発電所外の放射線監視設備          1 式 

(6) 個人管理用測定設備及び測定機器       1 式 

(7) 放射線計測器の校正設備          1 式 
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2. 追加要求事項に対する適合方針 

 2.1 モニタリング・ポスト 

 2.1.1 モニタリング・ポストの配置及び計測範囲 

  通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事故時に

周辺監視区域境界付近の放射線量率を連続的に監視するため

に，モニタリング・ポスト 9台を設けており，連続測定したデ

ータは，中央制御室及び 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所に表

示し，監視を行うことができる設計とする。また，そのデータ

を記録し，保存することができる設計とする。 

 

 

  なお，モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に

上昇した場合，直ちに中央制御室及び 5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所に警報を発信する設計とする。 

  モニタリング・ポストの配置図を第 2.1-1図，計測範囲等を

第 2.1-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．追加要求事項に対する適合方針 

2.1 モニタリング・ポスト 

2.1.1 モニタリング・ポストの配置及び計測範囲 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

に周辺監視区域境界付近の放射線量率を連続的に監視するた

めに，モニタリング・ポスト4台を設けており，連続測定した

データは，現場盤及び中央制御室で監視及び記録を行うことが

できる設計としている。また，緊急時対策所でも監視できる設

計とする。 

 

 

モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上昇し

た場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。 

 

モニタリング・ポストの計測範囲等を第2.1－1表に，モニタ

リング・ポストの配置図及び写真を第2.1－1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 追加要求事項に対する適合方針 

2.1 モニタリング・ポスト 

2.1.1 モニタリング・ポストの配置及び計測範囲 

  通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事故時に

周辺監視区域境界付近の放射線量率を連続的に監視するため

に，モニタリング・ポスト６台を設けており，連続測定したデ

ータは，中央制御室及び緊急時対策所に表示し，監視を行うこ

とができる設計とする。また，そのデータを記録し，保存する

ことができる設計とする。 

 

 

  なお，モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に

上昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とす

る。 

  モニタリング・ポストの配置図を第 2.1－1 図，計測範囲等

を第 2.1－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，周

辺監視区域境界付近に

６台設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
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第 2.1-1図 モニタリング・ポストの配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1－1図 モニタリング・ポストの配置図及び写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1－1図 モニタリング・ポストの配置図 
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第 2.1-1表 モニタリング・ポストの計測範囲等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1－1表 モニタリング・ポストの計測範囲等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1－1表 モニタリング・ポストの計測範囲等 

名称 検出器の種類 計測範囲 警報動作範囲 個数 取付箇所 

モニタリング・ 

ポスト 

ＮａＩ（Ｔｌ） 

シンチレーション 

10～105nGy/h 10～105nGy/h 各１台 

周辺監視区 

域境界付近 

（６箇所） 電離箱 10～108nGy/h 10～108nGy/h 各１台 

 

 

（モニタリング・ポストの写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，周

辺監視区域境界付近に

６台設置 
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 2.1.2 モニタリング・ポストの電源 

  モニタリング・ポストの電源は，常用所内電源 2系統に接続

しており，常用所内電源喪失時においては，電源復旧までの期

間，専用の無停電電源装置により電源を供給できる設計とす

る。 

 

 

  また，モニタリング・ポストの電源は，15時間以上常用所内

電源が復旧しない場合に，重大事故等対処設備であるモニタリ

ング･ポスト用発電機により給電が可能な設計とする。なお，

モニタリング･ポスト用発電機は，約 18時間ごとに給油を行う。 

 

 

 

 

 

  無停電電源装置及びモニタリング･ポスト用発電機の設備仕

様を第 2.1-2表に，モニタリング・ポストの電源構成概略図等

を第 2.1-2図に示す。 

 

第 2.1-2表 無停電電源装置及びモニタリング・ポスト専用の非

常用発電機の設備仕様 

 

 

2.1.2 モニタリング・ポストの電源 

モニタリング・ポストは，非常用交流電源設備である２Ｄ非

常用ディーゼル発電機からの給電が可能な設計とする。また，

モニタリング・ポストは，専用の無停電電源装置を有し，停電

時に電源を供給できる設計とする。無停電電源装置の設備仕様

を第 2.1－2 表に，モニタリング・ポストの電源構成概略図を

第 2.1－2図に示す。 

また，全交流動力電源が喪失した場合に，モニタリング・ポ

ストへ給電する代替交流電源設備として常設代替交流電源設

備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備

である可搬型代替低圧電源車からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1－2表 無停電電源装置の設備仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 モニタリング・ポストの電源 

  モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続しており，

電源復旧までの期間，非常用交流電源設備である非常用ディー

ゼル発電機からの給電が可能な設計とする。さらに，モニタリ

ング・ポストは，専用の無停電電源装置及び非常用発電機を有

し，停電時に電源を供給できる設計とする。 

 

  また，全交流動力電源が喪失した場合に，モニタリング・ポ

ストへ給電する代替交流電源設備として常設代替交流電源設

備であるガスタービン発電機からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

  無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様を第 2.1－2表

に，モニタリング・ポストの電源構成概略図等を第 2.1－2図

に示す。 

 

第 2.1－2表 無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様 

 

名称 個数 出力 発電方式 

バック 

アップ 

時間※ 

燃料 備考 

無停電 

電源装置 

局舎毎 

に１台 

計６台 

1.2kVA 

以上 
蓄電池 約 10 分 － 

停電時に電源を供給

できる 

非常用 

発電機 

局舎毎 

に１台 

計６台 

5.2kVA 
ディーゼル 

エンジン 
約24時間 軽油 

停電時に電源を供給

できる 

  ※バックアップ時間は，各モニタリング・ポストの実負荷より算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，全

交流動力電源喪失時は

常設代替交流電源設備

から給電 

（以下，④の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②，④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②，④の相違 
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  ○電源構成概略 

  （3局舎毎の構成を示す。モニタリング・ポスト 4～6，モニ

タリング・ポスト 7～9についても同様。） 

 

第 2.1-2図 モニタリング・ポストの電源構成概略図等（1/2） 

 

  ○外観写真 

 

 

 

 

第 2.1-2図 モニタリング・ポストの電源構成概略図等（2/2） 

 

 

 

 

 

第 2.1－2図 モニタリング・ポストの電源構成概略図等(1/2) 

 

 
第 2.1－2図 モニタリング・ポストの電源構成概略図等(2/2) 

 

  ○電源構成概略 

   （モニタリング・ポスト No.1～No.6について同様） 

 

 

 

 

 

 

第 2.1－2図 モニタリング・ポストの電源構成概略図等（1/2） 

 

  ○外観写真 

 

第 2.1－2図 モニタリング・ポストの電源構成概略図等（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①，②，④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②，④の相違 
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2.1.3 モニタリング・ポストの伝送 

  モニタリング・ポストで測定したデータの伝送を行う構成

は，建屋間※において有線及び無線により多様性を有し，測定

したデータは，モニタリング・ポスト局舎，中央制御室及び 5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所で監視できる設計とする。 

 

 

  モニタリング・ポストの伝送概略図を第 2.1-3 図に示す。 

 

  ※建屋（5号炉原子炉建屋，コントロール建屋）は，モニタリング・ポ

ストと同等以上の耐震性を有しており，伝送の多様化の対象範囲は耐

震性を有した建屋間とする。なお，免震重要棟を経由するデータ伝送

系は，信頼性向上を図る設備として活用する。 

 

 

第 2.1-3図 モニタリング・ポストの伝送概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 モニタリング・ポストの伝送 

モニタリング・ポストで測定したデータの伝送系は，モニ

タリング・ポスト設置場所から中央制御室及び緊急時対策所

までの建屋間において有線系回線と衛星系回線又は無線系

回線と多様性を有しており，指示値は，中央制御室で監視す

ることができる。また，緊急時対策所でも監視することがで

きる。 

モニタリング・ポスト設備の伝送概略図を第2.1－3図に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1－3図 モニタリング・ポスト設備の伝送概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 モニタリング・ポストの伝送 

  モニタリング・ポストで測定したデータの伝送を行う構成

は，建物間※において有線及び無線により多様性を有し，測定

したデータは，モニタリング・ポスト局舎，中央制御室及び緊

急時対策所で監視できる設計とする。 

 

 

  モニタリング・ポストの伝送概略図を第 2.1－3図に示す。 

 

  ※制御室建物等は，モニタリング・ポストと同等以上の耐震

性を有しており，伝送の多様化の対象範囲は耐震性を有し

た建物間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1－3図 モニタリング・ポストの伝送概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，免

震重要棟を経由するデ

ータ伝送系はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，免

震重要棟を経由するデ

ータ伝送系はない 

 

 

 

 

 

【凡例】

：有線回線

：無線回線

：アンテナ

緊急時対策所

現場盤
（測定・表示・伝送）

野外放射線モニタ盤
（表示・警報・記録・伝送）

ＳＰＤＳ
データ収集サーバ

（伝送）

ＳＰＤＳ
伝送サーバ

（記録・伝送）

ＳＰＤＳ
データ表示装置

（表示）

廃棄物処理建物 原子炉建物

モニタリング・ポスト 中央制御室

（No.1～No.6全て） 制御室建物
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 2.2 放射能観測車 

  周辺監視区域境界付近の放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度を迅速に測定するために，放射線量率を監視，測定，

記録する装置，空気中の放射性物質（粒子状物質，よう素）を

採取，測定する装置等を搭載した放射能観測車を 1台配備する。 

 

  また，福島第一及び第二原子力発電所に放射能観測車を各 1

台，合計 2台保有しており，融通することが可能である。 

 

 

 

  さらに，原子力事業者間協力協定に基づき，放射能観測車 11

台の融通を受けることが可能である。 

  放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等を第 2.2-1表に，

放射能観測車の保管場所を第 2.2-1図に示す。 

 

 

第 2.2-1表 放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等 

 

 

 

 

 

 

2.2 放射能観測車 

周辺監視区域境界付近の放射線量及び空気中の放射性物質濃

度を迅速に測定するために，放射線量率を監視し，及び測定し，

並びに記録する装置，空気中の放射性物質（粒子状物質，よう素）

を採取し，及び測定する装置等を搭載した放射能観測車を1台配

備している。 

 

 

なお，放射能観測車は，廃止措置中の東海発電所の事故対応と

重畳した場合でも測定対象範囲は同一であるため，東海発電所と

共用する。 

また，原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づ

き，放射能観測車11台の協力を受けることができる。 

放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等及び放射能観測車

の写真を第2.2－1表に，放射能観測車の保管場所を第2.2－1図に

示す。 

 

第2.2－1表 放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等 

及び放射能観測車の写真 

 

 

 

 

 

 

2.2 放射能観測車 

  周辺監視区域境界付近の放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度を迅速に測定するために，放射線量率を監視，測定，

記録する装置，空気中の放射性物質（粒子状物質，よう素）を

採取，測定する装置等を搭載した放射能観測車を１台配備す

る。 

 

 

 

 

 

  また，原子力事業者間協力協定に基づき，放射能観測車 11

台の融通を受けることが可能である。 

  放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等及び放射能観測

車の写真を第 2.2－1 表，放射能観測車の保管場所を第 2.2－1

図に示す。 

 

第 2.2－1表 放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等 

及び放射能観測車の写真 

名称 検出器の種類 計測範囲 記録方法 個数 

放
射
能
観
測
車 

線量率 

モニタ 

ＮａＩ（Ｔｌ） 

シンチレーション 
10～10５nGy/h サンプリング記録 １台 

ダスト 

モニタ 
ＧＭ管 ０～10６-1count サンプリング記録 １台 

よう素 

モニタ 

ＮａＩ（Ｔｌ） 

シンチレーション 
０～10６-1count サンプリング記録 １台 

（その他主な搭載機器）個数：各１台 

 ・ダスト・よう素サンプラ 

 ・ＰＨＳ端末 

 ・衛星電話設備（携帯型） 

 ・風向風速計 

（放射能観測車の写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 福島第一及び福島第

ニ原子力発電所から放

射能観測車の融通が可

能 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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第 2.2-1図 放射能観測車の保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2－1図 放射能観測車の保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2－1図 放射能観測車の保管場所 
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 2.3 気象観測設備 

  気象観測設備は，放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周

辺の一般公衆の被ばく線量評価並びに一般気象データ収集の

ために，風向，風速，日射量，放射収支量，雨量，温度等を測

定し，連続測定したデータは，中央制御室及び 5号炉原子炉建

屋内緊急時対策所に表示し，監視を行うことができる設計とす

る。また，そのデータを記録し，保存することができる設計と

する。 

 

 

  気象観測設備の配置図を第 2.3-1 図，測定項目等を第 2.3-1

表に示す。 

  また，気象観測設備のデータ伝送系については，第 2.3-2図

に示すとおりとする。気象観測設備のデータ伝送を行う構成

は，建屋間において有線及び無線により多様性を有することで

信頼性向上を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 気象観測設備 

気象観測設備は，気体廃棄物の放出管理，発電所周辺の一般公

衆の被ばく線量評価及び一般気象データ収集のために，風向，風

速，その他の気象条件を測定し，中央制御室及び緊急時対策所に

表示するよう設計する。また，そのデータを記録し，保存するこ

とができるよう設計する。 

 

 

気象観測設備の各測定器は防潮堤等周囲の構造物の影響のな

い位置※１※２に設置する設計とする。 

気象観測設備の配置図を第2.3－1図に，測定項目等を第2.3－1

表に，伝送概略図を第2.3－2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 気象観測設備 

  気象観測設備は，放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周

辺の一般公衆の被ばく線量評価並びに一般気象データ収集の

ために，風向，風速，日射量，放射収支量，雨量，温度等を測

定し，連続測定したデータは，中央制御室及び緊急時対策所に

表示し，監視を行うことができる設計とする。また，そのデー

タを記録し，保存することができる設計とする。 

 

気象観測設備の各測定器は周囲の構造物の影響のない位置※に

配置する設計とする。 

  気象観測設備の配置図を第 2.3－1 図，測定項目等を第 2.3

－1表に示す。 

  また，気象観測設備のデータ伝送系については，第 2.3－2

図に示すとおりとする。気象観測設備のデータ伝送を行う構成

は，建物間において有線及び無線により多様性を有することで

信頼性向上を図る設計とする。 

 

※ 「露場から建物までの距離は建物の高さから 1.5ｍを引い

た値の３倍以上，または露場から 10ｍ以上。」「露場中央部に

おける地上 1.5ｍの高さから周囲の建物に対する平均仰角は

18度以下。」（地上気象観測指針（2002気象庁）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 第2.1－2図の下部に

記載 
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第 2.3-1図 気象観測設備の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「露場から建物までの距離は建物の高さから 1.5ｍを引いた

値の 3倍以上、または露場から 10ｍ以上。」「露場中央部に

おける地上 1.5ｍの高さから周囲の建物に対する平均仰角

は 18度以下。」（地上気象観測指針（2002気象庁）） 

※2 「おおよその目安として各アンテナの送信方向の中心軸±  

45度に反射体がないことが望まれる。」（ドップラーソーダ

による観測要領（2004 原子力安全研究協会）） 

 

 

 

 

 

第2.3－1図 気象観測設備配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3－1図 気象観測設備の配置図 
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第 2.3-1表 気象観測設備の測定項目等 

 

 

 

 

第 2.3-2図 気象観測設備の伝送概略図 

 

 

第 2.3－1表 気象観測設備の測定項目等 

 

 

 

 

第 2.3－2図 気象観測設備の伝送概略図 

 

 

第 2.3－1表 気象観測設備の測定項目等 

 

気象観測設備 

  

  

（気象観測設備の写真） 

個数：各１台 

（測定項目） 

 風向※，風速※，日射量※， 

 放射収支量※，雨量，温度等 

（記録） 

有線及び無線により中央制御室及び

緊急時対策所に表示し，監視する。ま

た，そのデータを記録し，保存する。 

 ※「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づく測定項目 

 

 

 

 

 

第 2.3－2図 気象観測設備の伝送概略図 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

風向風速計 

（地上高 20m） 

ドップラーソーダ 

（音波型風向風速計） 

（標高 65m,130m） 

日射計，放射収支計 雨量計，温度計，湿度計 
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別添１ 

 

モニタリング・ポスト用非常用発電機及び 

モニタリング・ポスト用無停電電源装置の位置付けについて 

 

1. モニタリング・ポスト用非常用発電機及びモニタリング・ポ

スト用無停電電源装置の位置付け 

  モニタリング・ポストについては，設置許可基準規則第 31

条において，非常用所内電源設備への接続が求められており，

島根２号炉のモニタリング・ポストは非常用所内電源に接続す

る設計としている。 

  さらに，専用のモニタリング・ポスト用非常用発電機（以下，

「ＭＰ用発電機」という。）及びモニタリング・ポスト用無停

電電源装置（以下，「ＭＰ用ＵＰＳ」という。）を有しており，

停電時にも測定を継続することが可能な設計としている。 

 

  なお，当該のＭＰ用発電機及びＭＰ用ＵＰＳは，以下の理由

により設置許可基準規則第 33 条（保安電源設備）に規定され

る保安電源設備に該当する。 

  ・モニタリング・ポストは安全施設に該当する。 

  ・ＭＰ用発電機及びＭＰ用ＵＰＳは，モニタリング・ポスト

へ電力を供給するものであり，第 33 条第３項に規定され

る，「保安電源設備（安全施設へ電力を供給する設備）」に

該当する。 

 

設置許可基準規則 第 33条（保安電源設備） 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をい

う。）は、電線路、発電用原子炉施設において常時使用される

発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停

止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知

するとともに、その拡大を防止するものでなければならない。 
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2. ＭＰ用発電機及びＭＰ用ＵＰＳに対する規制要求事項 

  ＭＰ用発電機及びＭＰ用ＵＰＳについては，モニタリング・

ポストへの電力供給設備として保安電源設備に該当すること

から，設置許可基準規則第 33 条（保安電源設備）に対する基

準適合性について整理した。また，関連する条文に対しても基

準適合性を整理した。 

  ・第３条（地盤） 

  ・第４条（地震） 

  ・第５条（津波） 

  ・第６条（地震，津波以外の自然現象） 

  ・第８条（火災） 

  ・第９条（溢水） 

  ・第 10条（誤操作の防止） 

  ・第 12条（安全施設） 

  ・第 33条（保安電源設備） 

 

  詳細について第１表に示す。 
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第１表 モニタリング・ポスト用非常用発電機及びモニタリン

グ・ポスト用無停電電源装置に対する基準適合性 
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3. ＭＰ用発電機及びＭＰ用ＵＰＳの運用について 

  モニタリング・ポストへ給電する各電源の起動順序・優先順

位は以下のとおりとなる。 

① 通常運転時 

    モニタリング・ポストは通常運転時，所内電源（所内電

源系又は外部電源系）を，非常用コントロールセンタから

モニタリング・ポスト用無停電電源装置を経由して電源供

給をしている。 

② 所内電源喪失直後 

    所内電源が喪失した場合は，モニタリング・ポスト用無

停電電源装置から継続して電源供給を行う。 

③ 所内電源喪失後から約 10秒後 

    非常用ディーゼル発電機は，所内電源が喪失後自動起動

し，約 10秒で電源供給が開始され，モニタリング・ポスト

用無停電電源装置を経由して電源供給を行う。 

④ 非常用ディーゼル発電機電源供給不可時 

   モニタリング・ポスト用非常用発電機は，局舎側に設置し

ているモニタリング・ポスト用発電機制御盤内の不足電圧

継電器により電源喪失を検知することで自動起動し，運転

待機状態となる。 

   自動起動から約 40 秒以内に，自動切替により電源供給を

開始する。また，復電した場合は不足電圧継電器による検

知で，所内電源側に自動で切り替わりその後，発電機が自

動停止する。電源供給が開始されるまでの間は，モニタリ

ング・ポスト用無停電電源装置から継続して電源供給が行

われる。 

 

  なお，これらの電源供給は自動起動・自動切替で行われるこ

とにより，運転員による操作は不要な設計としている。 

  また，重大事故等時にモニタリング・ポストが機能喪失した

場合は，可搬式モニタリング・ポストを設置する手順を整備し

ている。 
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第１図 モニタリング・ポストの電源構成概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 

 

 

 

 

 

東海第二発電所 

 

 

運用，手順説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ 

 

 

 

 

島根原子力発電所２号炉 

 

 

 

運用，手順説明資料 

監視設備 
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第 31条 監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31条 監視設備 

 

【条文要求】 

 発電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において、当該発電用原子炉施設

及びその境界付近における放射性物質の濃度及び放射線量を

監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な

対応のために必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝

達する必要がある場所に表示できる設備（安全施設に属する

ものに限る。）を設けなければならない。 

【解釈】 

５ 第 31条において、モニタリングポストについては、非常

用所内電源に接続しない場合、無停電電源等により電源復

旧までの期間を担保できる設計であること。また、モニタ

リングポストの伝送系は多様性を有する設計であること。 

  

工   

非常用所内電源に

接続 

  データ伝送を多様

化する 

      

    工 工   

    有線  無線 

 

【後段規制との対応】       【添六，八への反映事項】 

工：工認（基本設計方針，添付書類）     ：添六，八に反映 

保：保安規定（下位文書含む）        ：当該条文に関係しない 

核：核物質防護規定（下位文書含む）      （他条文での反映事項他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，非

常用所内電源に接続し

ているため，無停電電

源を記載していない 
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運用，手順に係る運用対策等（設計基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術的能力に係る運用対策等（設計基準） 

 

 

 

 

運用，手順に係る運用対策等（設計基準） 

設置許可条文 対象項目 区分 運用対策等 

第 31条 

監視設備 

非常用所内

電源 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

有線 運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

無線 運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，非

常用所内電源に接続し

ているため，無停電電

源を記載していない 
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